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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
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提
出
特
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法
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る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

本
年
四
月
に
実
施
し
た
事
業
仕
分
け
（
以
下
「
事
業
仕
分
け
」
と
い
う
。
）
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人

が
行
う
事
業
の
数
が
多
い
こ
と
等
か
ら
、
平
成
二
十
一
年
度
に
独
立
行
政
法
人
と
し
て
事
業
を
実
施
し
た
九
十
八
法
人
に
つ

い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
上
で
、
「
事
業
仕
分
け
の
対
象
事
業
の
選
定
の
考
え
方
」
（
平
成
二
十
二
年
四
月
八
日
行
政

刷
新
会
議
了
承
）
に
基
づ
き
、
「
事
業
見
直
し
の
視
点
」
（
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
二
日
行
政
刷
新
会
議
了
承
）
及
び
「

独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
示
さ
れ
た
視
点
等
に

着
目
し
て
、
個
別
事
業
に
つ
い
て
実
施
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
現
地
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
「
ハ
ト
ミ
ミ
「
国

民
の
声
」
及
び
「
職
員
の
声
」
」
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
も
活
用
し
て
検
討
を
進
め
、
本
年
四
月
二
十
日
に
開
催
し
た
第
八
回

行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
今
回
の
事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日
行
政
刷
新
会
議
了
承
）
に
示
さ
れ
て
い
る
と

お
り
、
「
今
回
の
事
業
仕
分
け
の
対
象
事
業
と
な
ら
な
か
っ
た
類
似
の
事
業
に
つ
い
て
も
、
事
業
仕
分
け
に
お
け
る
議
論
の

結
果
を
踏
ま
え
、
横
断
的
に
同
様
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
を
各
府
省
に
求
め
る
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

一



一
の
�
に
つ
い
て

事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
は
、「
今
回
の
事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
」
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
予
算
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、

事
業
の
必
要
性
、
有
効
性
、
効
率
性
、
緊
要
性
や
、
誰
が
（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
民
間
事

業
者
等
）
事
業
を
実
施
す
る
主
体
と
し
て
適
当
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
議
論
を
踏

ま
え
て
、
独
立
行
政
法
人
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
含
め
た
制
度
の
刷
新
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

事
業
仕
分
け
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
行
政
刷
新
会
議
の
議
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
を
含
む
同
会
議
の
構
成
員
に
よ

り
審
議
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
政
府
の
施
策
は
、
こ
う
し
た
議
論
も
踏
ま
え
、
政
府
内
の
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
財
源
の
規
模
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
、
評
価
結

果
と
対
象
事
業
の
予
算
額
等
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
対
象
事

業
の
評
価
結
果
、
平
成
二
十
二
年
度
の
予
算
額
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
刷
新
会
議
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

二



二
及
び
三
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
「
独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
事
務
・
事
業
の
抜
本
的

な
見
直
し
や
事
務
・
事
業
を
実
施
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
組
織
体
制
等
に
つ
い
て
の
検
証
等
を
行
う
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
制

度
自
体
を
根
本
的
に
見
直
す
こ
と
を
含
め
、
制
度
の
在
り
方
を
刷
新
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
定
独
立
行

政
法
人
の
役
職
員
の
身
分
や
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
そ
の
過
程
で
検
討
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
の
業
務
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
今
後
適
切
に
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

三


